
 令和２年度 企業向け人権啓発講座 

 （中小企業庁委託事業） 

京都から，人権を考える 
～同和問題の視点から～ 
 

同和問題については，これまで，差別意識の解消に向けて，国や地

方自治体などによる様々な取組が行われてきました。しかし，インタ

ーネットの掲示板への悪質な書込みや身元調査を目的とした戸籍等の

不正取得などの人権侵害に当たる行為が依然として続いています。 

 今回は，京都市内における同和問題や在日外国人の人権問題の調

査・研究に取り組んでこられた山本崇記さんをお迎えし，同和問題の

「いま」をお話しいただくとともに，人を「生まれ」や住んでいる地

域を理由として差別する行為がない社会づくりを目指して，受講者の

皆様と考える機会とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年 12 月 22 日(火) 

午後２時 ～ 午後 4 時 
     （受付開始 午後 1 時３０分） 

       京都市男女共同参画センター 
ウィングス京都 ２階セミナー室 

     （中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地） 

 
 

 京都市内に事業所のある企業等の経営者， 
 総務・人事責任者，人権研修推進者等 

 

令和 2 年 12 月 15 日（火）までに以下の方法で

お申込みください。【先着６０名】 

FAX：裏面の申込書※を記載し，075-366-0139 に送信してください。 

電子メール：裏面の申込書※の必要事項を記載し，jinken@city.kyoto.lg.jp に送信してください。 

 (※ 下記ホームページからダウンロード可) 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により，中止又は延期と判断する場合があります。 

 
 
 
 
 

 

会 場 

申込方法 

お問合せ 京都市文化市民局共生社会推進室（人権文化推進担当） 
【電話】（075）366-0322 【FAX】（075）366-0139（平日の午前８時４５分～午後５時３０分） 
【ホームページ】「京都市情報館」（ https://www.city.kyoto.lg.jp/ 又は左記名称で検索）トップページから， 

画面上部「暮らしの情報」→画面右下部「人権▶企業啓発」→「企業向け人権啓発講座」を御覧ください。 

専門は社会学，主に，差別・マイノリティ研究及びまちづくり。京都市人権資料展示施設「柳原銀行記

念資料館」，（公財）世界人権問題研究センターを経て，現職。 

主な著書・取組に，「住民運動と行政権力のエスノグラフィ—差別と住民主体をめぐる<京都論>」（晃

洋書房，2020 年），「いま、部落問題を語る」（生活書院，2019 年），「LGBT スピーカー養成講座」

（2019 年），「ハンセン病療養所とまちづくり」（2019 年），「ヘイトクライム被害からの「回復」

の困難とその方途」（法学セミナー，2019 年）など。 

 現在は，差別解消三法（障害者差別解消法，ヘイトスピーチ解消法，部落差別解消法）と隣保館の調査

研究に力を入れている。 

日 時 

対 象 

講演：山本 崇記 氏 

（静岡大学人文社会科学部 准教授） 

御来場の際は公共交通機関を御利用ください。 

参加費無料 

【アクセス】 

・地下鉄「烏丸御池駅」5 番出口 

 より南東へ徒歩５分 

・地下鉄「四条駅」20 番出口 

より北東へ徒歩５分 

mailto:jinken@city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/


京都市共生社会推進室 行（FAX 075-366-0139） 

参加申込書 
令和２年度企業向け人権啓発講座に申し込みます。 

 

テーマ 京都から，人権を考える ～同和問題の視点から～ 

講 師 山本 崇記 氏（静岡大学人文社会科学部 准教授） 

日 時 令和２年 12 月 22 日（火）午後 2 時～午後 4 時 

（午後１時 30 分受付開始） 
会 場 京都市男女共同参画センター ウィングス京都 ２階セミナー室 

下記の必要事項を記入又は該当するものに○を付けてください。 

必要事項 記 入 欄 

（ふりがな） 

事業所名 
 

所在地 

 

 

 

※ 京都市外の場合は，京都市内にある事業所名も御記入ください。 

業種  

事業所の規模 20 人未満・20 人～29 人・30 人～49 人・50 人～99 人・100 人～299 人・300 人以上 

参加者名  

参加者役職名  

連絡先 
電話（    ）   －       FAX（    ）   － 

 

メールアドレス 

受講配慮 
手話※ ・ 要約筆記※ ・ヒアリングループ※ ・ 車椅子使用 ・ 補助犬 

（※ 手話通訳・要約筆記・ヒアリングループについては，１２月８日（火）までにお申

込みください。） 

 

 

   

 

 

【個人情報の取扱いについて】頂いた個人情報は，京都市個人情報保護条例に基づき，他の目的には一切使用しません。 

発行：京都市文化市民局共生社会推進室 
京都市印刷物第０２４５１２号 

令和２年１１月発行 

申込期間終了後に受講票を送付いたしますので，本講座受講時に御持参ください。 

「企業向け人権啓発講座」は，様々な視点から現状を知り，対応について考え，社内における人権尊重の

風土づくり及び企業と社会の持続可能な成長に役立てていただくことを目的とする，企業の経営者，総務･

人事責任者，人権研修推進者等を対象とした講座です。 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

参加費無料 

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 


